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消費者団体の概要について 

令和 5 年 4月 6日 
消費者委員会事務局 

１．消費者団体の類型 
消費者団体の組織・機能に着目すると、おおよそ以下のように分類できると考えられる。 

①広域的・総合的に活動する団体
②県域で活動する団体（〇〇県消費者団体連絡会、〇〇県消費者協会、〇〇県生協連など）
③地域で活動する団体（〇〇市くらしの会など（食品や環境問題等の学習、見守り、リサ
イクル、料理教室、フードバンクなどに取り組む））
④職能団体
⑤適格消費者団体
⑥ワンイシュー型団体（消費者教育、食品安全、子どもの安全問題など、特定のテーマに
特化して活動する団体）

２．消費者団体の役割 
・消費者団体は、消費生活に関する情報の収集及び提供並びに意見の表明、消費者に対す
る啓発及び教育、消費者の被害の防止及び救済のための活動その他の消費者の消費生
活の安定及び向上を図るための健全かつ自主的な活動に努めるものとする

参考：消費者基本法第八条 

・消費者個人は事業者に対して情報力や交渉力の面で不利な立場にあり、自ら必要な情報
を入手したり被害の救済を求めること等において限界があることから、消費者団体は、
消費者の健全かつ自主的な組織活動を通じて消費者利益を確保する役割を果たす必要
がある。このため消費者団体は、その多様な活動形態等に応じて、

情報の収集、発信 
消費者教育、啓発     
消費者政策への意見の反映     
消費者の視点に立った市場の監視  
消費者被害救済の支援 

等に努める必要がある。また、消費者の組織活動のために必要な施策が講じられる必要
がある。 

参考：「21 世紀型の消費者政策の在り方について」 
（平成 15 年 5月 国民生活審議会消費者政策部会） 
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参考：「消費者団体を主体とする団体訴訟制度と消費者団体の役割～消費者
組織に関する研究会報告書～」（平成 15年 5月 内閣府国民生活局）  
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３．「消費者行政における官民連携の現状と可能性（連携のアイデア）」 
 

 
 

参考：「消費者行政における新たな官民連携の在り方に関する調査報告 ～行
政のスリム化・効率化をこえて～」（平成 27年 8月 消費者委員会 消
費者行政における新たな官民連携の在り方ワーキング・グループ） 

 


